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園長　佐々木 七依

子どもたちの“やってみたい”チャレンジする気持ち、“仲間づくり”互いを
認め信頼する気持ちを大切に、成功も失敗も感動もたくさん経験して心も
身体もたくましく育ってほしいと願っています。保護者の皆さまと手を携
え、子どもたちの笑顔があふれる幼稚園づくりを頑張ります。

園長のプロフィ－ル　青森県むつ市生まれ。苫小牧の私立幼稚園に４年、札幌市
立乳児保育園に１年勤務。平成10年北野しらかば幼稚園着任。平成12年本郷幼
稚園に異動、総主任を経て平成22年副園長に就任。平成24年もみじ台幼稚園に
異動、令和２年園長に就任。幼稚園教諭一種免許状を持つ。平成30年～札幌市
私立幼稚園連合会研究プロジェクト研究委員。

☆ご入園を歓迎します☆

沿　　　革
　本園は、幼児教育60年の伝統と実績を誇る学校法人大藤学園傘下の３番目の幼稚園として誕生し
ました。７つの姉妹園からは既に47,000人を越える園児が巣立っており、社会人又父親、母親とし
て、あるいは学生として、それぞれ立派に活躍しています。昭和48年４月から開園した「もみじ台
幼稚園」は、今年で50年を迎えました。温かい雰囲気をモットーに、教職員が一丸となり教育保育
に取組んでいます。
　
施 設 概 要　園地総面積　1,880㎡（570坪）　建物床面積　1,584㎡（480坪）　グラウンド　1,128㎡（342坪）
　　　　　　建築総面積　一階面積549㎡（166坪）　二階面積574㎡（174坪）　BF461㎡（140坪）
　
施 設 内 容　子どもの生命を守る安全設計
火災、地震、天災などから、子どもの生命を守るための安全設計となっております。
建物は煙の出ない建材利用と耐火構造であり、地震、火災の避難に対しては、１階で３ヵ所の避難口、２階
は左右両側に非常階段または、非常用すべり台が設置してあります。
子ども用玄関はオートロック鍵が設置されており、防犯カメラの設置、各クラスに防犯ベル及び窓からの落
下防止の柵・窓の全開防止ストッパーなどを設置し危機管理の徹底を図っています。各室クーラー完備。ト
イレには、暖房便座を設置し、寒い冬にも対応できるようになっています。又、男子用便器には、自動水洗
システムも導入しています。21年度よりＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しております。
　
園　　　章
　　　　　　　楯　　形　子どもを護る意味を示しています。
　　　　　　　楯形連鎖　教師、父母、地域の人々の連携を表わします。
　　　　　　　藤 の 葉　大藤学園のシンボル藤の木の葉を表わします。
　　　　　　　　　　　　暖かい藤の房で子どもたちを抱擁する幼稚園の心を意味します。
　　　　　　　三　　色　体、知、心の均整のとれた人間形成を目指す保育を意味します。

－２－
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認定こども園 もみじ台幼稚園 

1 施設の概要 

施設運営主体 

名 称 学校法人大藤学園 

所在地 〒003-0023 札幌市白石区南郷通１８丁目６－３ 

電話番号/Fax ０１１－８６４－５４１１／０１１－８６４－２６２４ 

ＨＰ http://www.ohfuji.ed.jp 

代表者 理事長 大谷 和彦 

利用施設：認定こども園 もみじ台幼稚園 

施設の種類 幼稚園型認定こども園 

住 所 〒004－00１４  

 札幌市厚別区もみじ台北５丁目６－１ 

電話番号/Fax 電話番号 ０１１－８９７－２７０９ 

Fax 番号 ０１１－８９７－２７１０ 

管理者  園 長 佐々木 七依 

 

２ 利用定員・対象児・学級編成 

〈満３歳児～５歳児〉 

＝１号認定子ども：150名＝ 

＝２号認定子ども： 30名＝ 

対象年齢 クラス数 クラス名 １号定員 ２号定員 

満 3 歳児 １学級 あひる 

150 名 

 

３歳児 ２学級 りす／うさぎ 

30 名 ４歳児 ２学級 すみれ／ひまわり 

５歳児 ２学級 ふじ／さくら 

 

3 目  的 

認定こども園もみじ台幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、満

3 歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行

い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を

助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とします。 
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4 運営方針 基本理念～未来を創る子どもたちへ人間としての基礎づくり～ 

私ども大藤学園の目指す教育目標は、建学以来変わることなく「体・知・心」にあります。

この教育目標は、人間が人間として生きるために必要な基礎づくりを意味し、同時に子ども

たちが「体・知・心」の調和のとれた発達によって、将来、立派な社会人として成長してほ

しいという願いがこめられています。また、本園は法の基本理念と関係法令に基づき、入園

する子どもが明るく衛生的な環境において、心身ともに健やかに、社会に適用できるよう育

成するものとします。 

 

5 教育・保育等の内容 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいた教育・保育を行うものとします。 

体…健康で明るくたくましい子ども 

幼児期において一番大切なことは、何よりも健康な体づくりです。サッカー・マラソン・

縄跳びの他、マット・跳び箱・鉄棒などを楽しみながら行っています。「体育あそび」で

は、体の使い方や運動の基礎が身につくだけでなく、お話を聞く・順番を待つことなども

自然と育ちます。食育については、野菜の栽培、クッキングなどを通して食事の楽しさ・

大切さを知ることで、健康な体作りへと繋げていきます。 

 

知…創造性豊かでやる気のある子どもに育てる 

絵画制作、自由遊び（コーナーあそび）などを通して、自主性のある個性豊かな子を育

てます。クラスでのお当番活動やリーダー活動、花や野菜などの栽培を通して、働くこと

の喜びを体得し、責任感や進んでやる気のある子を育てます。また、英語に親しむため、

give us 英語学院より講師を招いて「英語であそぼう」を行なっています。その他、郵便

ごっこ遊びでは、お手紙を読んだり書いたりすることで、自然に文字や数にも興味が持て

るように取り入れています。 

 

心…情操豊かで、心やさしい子どもに育てる。 

素直になんでも吸収する幼児期。この時期にこそ「心」の基礎作りを大切にしたいもの

です。お友だち・教師との園生活の中で「ありがとう」「ごめんなさい」を素直に言える子

ども、まわりを思いやる温かい心を持つ子ども、美しいものに感動できる豊かな心を持つ

子どもに育てていきたいと考えています。絵本・紙芝居などに毎日触れ、音楽面では月の

歌や鑑賞曲に親しみ、鍵盤ハーモニカをはじめ、様々な楽器にも興味を深めていけるよう

に取りいれています。 
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（子育て支援事業） 

 

・一時預かり事業 預かり保育「さくらんぼくらぶ」 

お仕事をされる場合、急な用事でお迎えが間に合わない時など、お子さんを保育終了後

から夕方 18 時（延長 19 時）までお預かりするシステムです。夏・冬・春休みの長期休

みもお預かりしています。 

 

・一時預かり事業 「２歳児 あひる組」「１歳児 いちご組」 

お仕事をされている方や、産前産後で利用されたい方など、朝７時半から１９時までお

子さんをお預かりしています。 

 

・「おひさまクラブ」 

1 歳～入園前のお子さんのためのあそびの広場です。幼稚園での遊びを通して、親同士・

子ども同士の交流の場や子育ての情報交換の場になればと幼稚園の保育室を開放し、いろ

いろな遊びを親子で楽しんでいます。 

 

・１，2 歳児親子教室「つぼみ組」 

週 1 回親子で幼稚園に通って、同年齢のお友だちや先生と遊びます。集団生活のルール

や協調性、基本的生活習慣も少しずつ身につきます。（年間 3０回程度、少人数制） 

 

（地域交流・幼小連携） 

地域の老人保健施設等へ出かけ、手遊びや踊りを披露しています。近隣の小学校と連携を

持ち、児童と園児の交流を深め、就学への接続がスムーズになるよう取り組んでいます。 
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6 職員の職種・員数及び職務の内容について 

職  種 職 務 内 容 職員数 

園 長 本園の管理運営を総括します。 1 

総主任（教頭） 園長を助け、園務の整理等を行います。 1 

主任 園長・総主任を助け、園務の整理等を行います。 1 

保育教諭 入園している子どもに対し教育・保育を行います。（主幹

教諭・指導教諭を含む） 

２２ 

事務員 経理事務、その他庶務に関する業務を行います。 1 

業務職員 通園バスの運転業務、園舎内外の清掃、建物・備品の保全

管理を行います。 

3 

※札幌市幼稚園型認定こども園の設備及び運営に関する基準に関する条例に規定する基

準を遵守したうえで、教育・保育の提供に必要と認められる職員として、上記職種の

職員を配置します。また、必要に応じて上記に掲げる職員以外のものを配置すること

があります。 

※職員は、子どもの人数に応じて変動することがあります。 

 

7 教育・保育を行なう日及び時間等 

①.1 号認定子ども 

子ども・子育て支援法第 19 条第 1 項 1 号（1 号認定子ども）の区分に掲げる。  

（１）教育を提供する日  

・月曜日から金曜日まで。行事等によって土曜日・日曜日の開園日あり 

・学期（年度によって多少変更あり） 

1 学期  4 月 11 日～ 7 月 22 日 

2 学期  8 月１９日～12 月 2３日 

3 学期  1 月 2０日～ 3 月 16 日 

・休園日 

（ア）土曜日・日曜日・国民の休日・年末年始（12 月２９日～１月３日）・ 

創立記念日（9 月 10 日）・行事等の振替休日 

（イ）夏季休園  7 月 25 日～ 8 月 18 日 盆休み８月１４日～１６日 

（ウ）冬季休園 12 月 26 日～ 1 月１９日 

（エ）春季休園  3 月 17 日～  

（オ）その他、園長が必要と認める日 
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（２）教育を提供する時間 

（ア）教育時間            午前 ９時０0 分～午後１５時００分 

（イ）預かり保育（在園児一時預かり） 午前 7 時０0 分～ ９時０0 分 

                    午後 1５時０0 分～１８時 00 分 

                                     午後１８時 00 分～１９時 00 分（延長保育） 

②.2 号認定子ども 

（１）保育を提供する日  

 ・月曜日から土曜日まで（国民の祝日に関する法律に定める休日及び 12 月 29 日から翌

年 1 月 3 日までを除く）、但し、本園の判断により必要に応じて上記以外であっても保

育をすることがあります。 

・平日・土曜日共に、保育要件に該当しない時間は、お子さんと過ごす大切な時間として

お使いください。 

・土曜日利用については、毎月１日～２３日の間に専用の「申込書」にて、翌月分の土曜

保育の申込みをしてください。 

・休園日は、日曜日・国民の祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）の通りです。 

 

（２）保育を提供する時間 

・保育時間は、該当する保育要件（労働、疾病、介護等）により保育を必要とする時間で

す。それ以外の時間（買い物、家事等の私的事由）はなるべく控えてください。 

 

＝保育時間＝ 

保育必要量 保育時間 

保育標準時間 ７時から１８時までの範囲内です。 

保育短時間 ８時から１６時までの範囲内です。 

 

＝時間外保育＝ 

保育必要量 保育時間 

保育標準時間 １８時～１９時までの範囲内です。 

保育短時間 
７時～８時までの範囲内です。 

１６時～１９時までの範囲内です。 
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8 給  食 

・毎月の献立の内容は「給食だより」でお知らせします。 

・給食は「㈱子ども給食センター」に委託しています。 

 安心・安全な給食、また色々な食品や料理との出会い、素材のおいしさ、食事の楽しさ、 

 食に興味をもってもらえるようなメニューになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 制 服・ユニフォーム 

本園では、3 歳児（年少組）から 5 歳児まで、教育を受ける際の制服・ユニフォームの着

用を義務付けています。満 3 歳児は着用しません。 

 

 

 

 

 

 

 

満３歳児～５歳児 

※ 昼食…月曜日    → ご家庭で作ったお弁当 

火～金曜日  → 給食 

 

アレルギー 

対応について 

※ 乳幼児期には、特定の食品に対して、発疹やかゆみなどアレ

ルギー反応を起こすことがあります。医師の指導などによ

り、除去食の対応を希望される場合は、園までご相談くださ

い。 

※ 教職員は、万が一のアナフィラキシーに備え、エピペン注射

使用の研修に参加しております。 

しかし、幼児の特性上、何らかのはずみで本人が誤ってアレ

ルギー食物を口にすることを 100％確実に回避することは

非常に難しいという現状もご理解いただき、アレルギーを持

つお子様の幼稚園生活を共にサポートしていきたいと考え

ております。 
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10 費用等 

本園の教育・保育の質に向上を図るため次に掲げる特定負担保育料を徴収し、その金額及

び徴収時期等は、次の通りにする。 

 

① 特定負担金 （1 号・2 号認定） 

項  目 内容・負担を求める理由及び目的 納入日 金 額 

検定料  入園受付時 1,500 円 

入園受付準備費 入園に係る受入準備費 入園受付時 10,000 円 

施設整備維持費※1 施設整備の充実及び維持費 入園受付時 20,000 円 

教材行事費 教育・保育に係る教材及び行事費 毎年度指定日 18,000 円 

進級施設維持費※1 進級に係る施設整備の充実及び 

維持費 
進級時 10,000 円 

冷暖房費※2 保育環境を整える為の維持費 年額 8,000 円 

※1 基本条例を上回る保育教諭の配置に係る経費及び施設の維持管理費 

※２標準的設備基準を超えるため徴収します。 

② 実費に係る利用者負担金 

※３ 副食費については、教育・保育給付認定を行った市町村が免除の決定を行った子ども

を除きます。 

※４ 希望者のみ。片道利用も可能です。 

※５ 「いちご組」のパンフレットに詳細を記載 

 

その他、保険料等（11 ページに記載）教育・保育の提供にあたって必要な経費であって、

保護者負担が望ましいものについて、別途費用を徴収することがあります。この場合、あら

かじめ費用を負担いただく目的やその理由について適宜ご案内しますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 １号認定 ２号認定 

給食費※３ 一食３８０円 一食３８０円 

通園送迎費※４ 月額 2，500 円 月額 2，500 円 

一時預かり保育料※５ 

（預かり保育） 
認定・利用日数による 
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11 入園選考・退園に関する事項 

（１）入園・選考方法 

・１号認定子ども（入園案内に記載） 

検定の申し込みをし、検定審査をした上で入園を許可致します。定員を超える場合に

は検定の申し込みの早い方が優先される場合があります。 

・２号認定子ども 

   ２号認定子どもの利用について市町村が行なう利用の調整及び要請に対し、条例第８

条の規定により、できる限り協力する。 

   

  ※入園前（３月３１日）に転勤でのキャンセルが生じた場合のみ入園料の全てをお返し 

   致します。但し会社の辞令、区役所の証明書等の写しが必要です。 

   それ以外の入園取り消しについては、事務手数料として１名につき１０，０００円を 

   いただきます。 

（２）退園 本園は以下の場合には退園の措置を取らせていただきます. 

（ア）子どもが小学校に就学したとき 

（イ）子どもの保護者が、子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

（ウ）札幌市またはお住まいの市町村と協議のうえ保育の提供の継続が適当と 

認められないとき 

（エ）特定負担金等の費用を 2 ケ月滞納の場合は出席停止、3 ケ月滞納の場合は 

退園（除籍） 

（オ）理由を記して園長に届けたとき 

（カ）その他、利用の継続について重大な支障または困難が生じた時 

12 緊急時における対応及び非常災害対策 

（1）教育・保育中に容体の変化等があったとき 

本園は以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。教育・保育中に容体の変化等があっ

た場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡し、園医または主治医へ連絡をと

るなど必要な措置をとります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内  科 歯  科 

検診回数 年１回 年１回 

医療機関の名称 市立保育園嘱託医 小野幌歯科 

医院長名 土 山  晃 山 口 貴 弘 

所在地 札幌市白石区南郷通 

２丁目北 2-1 

札幌市厚別区厚別東 

４条４丁目５-1６ 

電話番号 865-7302 80９-5002 
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（2）怪我をしたとき 

すぐに保護者へ連絡します。緊急を要する場合、又は保護者と連絡がとれない時は、病院

に連れて行くこともあります。保護者には怪我をした経緯、状況を正確に伝え、職員間でも

情報を共有し、再発防止の対策を考えていきます。 

 

（３）保護者と連絡がとれないとき 

 緊急時であって、保護者と連絡が取れない場合は、子どもの身体の安全を最優先させ、本

園が責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめご了承願います。 

 

（４）感染症が流行したとき（インフルエンザ・コロナウィルス等） 

預かり保育、バス利用等を含め、異年齢の交流が多い為、クラス単位での閉鎖措置をとっ

てもあまり有効的ではないことから、感染症に罹っている子どものみ欠席にしていただいて

います。但し、感染者が多く止むを得ない状況となった場合は、休園の措置をとらせていた

だくこともあります。 

 

 

（５）非常災害時の対策 

 

非常時の対応 別途に定める、消防計画により対応します。 

防災設備 ・消防機関へ通報する火災報知設備 

・自動火災報知機   

・誘導灯 

・ガス漏れ報知機  

・非常警報装置  ・非常用ランタン 

・非常用電源   ・消火器   ・消火栓 

・簡易トイレ・毛布・水・非常食の備蓄 

・その他、カーテン、敷物、建具等の防災処理 

避難・消火訓練 ・避難訓練（月１回）消火訓練（年２回以上）を実施します。 

第１次避難場所 幼稚園園庭 第２次避難場所 星槎もみじ中学校 
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（６）非常災害が発生した時 

自然災害の発生により安全な保育が継続できないと園長が判断し、以下に該当する場合に

は、園長の判断で速やかに休園等の措置を行います。 

 

施設所在地に避難情報等が発令されたとき 

開園時間内 

高齢者避難 （警戒レベル 3） 
閉園 

当園から保護者の皆様へ

お迎えを依頼します。 

避難指示 （警戒レベル 4） 

緊急安全確保 （警戒レベル 5） 

特別警報 

 

施設所在地に避難情報等が発令されたとき 

開園時間外 

高齢者避難 （警戒レベル 3） 
休園 

開園時間外のうち解除され

た場合は、下記（※）と同

様の取り扱いとなります。 

避難指示 （警戒レベル 4） 

緊急安全確保 （警戒レベル 5） 

特別警報 

 

 

（※）施設所在地の避難情報等が解除されたとき 

施設の安全確保と職員体制が確保され次第開園 

（当園から保護者の皆様へご連絡） 

 

 

 

札幌市内で震度 5 弱以上の地震が発生したとき 

開園時間内 閉園 
施設の安全が確認できない場合は、当園から保

護者の皆様へお迎えを依頼します 

開園時間外 休園 
施設の安全確保と職員体制の確保ができるまで

は休園とします。 

  

災害規模や周辺状況、施設の被害状況、停電の有無、職員の参集状況等を的確に把握

し、臨機応変な対応を行いますが、危険を感じた場合は、当園からの連絡を待たずに保護

者の皆様の判断でお迎えにきていただいて構いません。当園から連絡ができない状況も起

こり得ますので、早めの判断、ご対応によりお子さんの安全確保にご協力をお願いしま

す。（P14 大藤学園ガイドラインを参照） 
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13 虐待の防止 

 当園では、子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体

制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとします。 

 

14 保険に関する事項 

・独立行政法人日本スポーツ振興会（全園児加入・240 円） 

・全日本私立幼稚園連合会保険制度 （全園児加入・30 円） 

・チャブ保険（任意加入） 

・園児２４保険（任意加入） 

 

15 要望・相談の受付 

●本園では、要望・苦情等に関わる窓口を以下のとおり設置しています。 

  

社会福祉法第 82 条の規定により、ご意見・苦情・要望に適切に対処できるよう、本園で

は第三者委員を設置しています。ご意見や苦情、要望の伝え方についてお知らせ致します。 

園職員に口頭や文章で伝える方法と、第三者委員に伝える方法があります。「第三者委員」

とは、園と保護者との間で中立的な立場として話を聞いてくれる役割を担っています。園に

直接言いにくい場合や、園との話し合いがなかなか進まない場合、立ち会ってもらうことも

可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当園のご利用 

相談窓口 

・解決責任者  佐々木七依 

・受付担当者  布川真希 

・ご利用時間  本園開園日、開所時間内（８時～1７時） 

・電話番号   011-897-2709 

・FAX     011-897-2710 

担当者が不在の場合は、当園職員までお申し出ください。 

第三者委員 星槎もみじ中学校 校長 

元青少年育成部 副部長 
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        ご意見・ご要望・苦情 

 

 

 

 

        報告 

 

 

 

 

 

16 守秘義務及び個人情報の取り扱いに関する事項 

 本園は、個人情報取扱規定に基づき、情報を取扱います。また、次に掲げる場合には、法

令に基づき第三者に対し個人情報の提供をすること又は使用することがあります。 

 

（１)個人情報の提供 

 ア 園児指導要録を送付するとき 

   小学校就学の際には、園児指導要録を法令に基づき入学予定の小学校へ送付すること

とされていることから、教育・保育に関する記録等について入学予定の小学校へ情報

提供を行ないます。 

 イ 緊急を要するとき 

   緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うことがあります。 

 ウ 教育・保育の提供にあたり市町村に対し報告が必要なとき 

   教育・保育を提供するにあたり知り得た個人情報のうち、法令等に基づき支給認定を

行った市町村に対し報告等が必要なときは、情報提供を行います。 

 

（２）個人情報の使用 

 ア 保育料の金額の情報 

   市町村が認定した世帯所得に基づく保育料の金額の情報は、時間外保育料の徴収など

必用な範囲に限って使用します。 

 イ 子ども及び子どもの世帯の情報 

   届出のあった子ども及び世帯の情報は、教育・保育の提供に必要な範囲に限って使用

します。 

サービス利用者 

【保護者】 

（） 

ご意見等の受付・記録担当者 

【総主任】 

（） 

ご意見等の相談解決責任者 

【園 長】 

 

 

第三者委員 

（必要に応じて話し合いに立ち合い） 

第三者委員に直接相談し、話し

合いへの立ち合い、助言を求め

ることが出来ます。 

保護者の求めに応

じて報告します。 
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1７ 当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

送迎について 送迎は保護者の方にお願いします。 

保護者以外の送迎（祖父母など）の場合は必ずご連絡下さい。 

また、未成年の送迎はできません。 
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台風・大雨・暴風雪などの気象異常時における登園について 

 

気象異常時における対応マニュアルをご家庭と共有し、園運営や登園における判断を円滑に行い安心・安

全な園生活を送るために、共通理解を深めたいと存じます。 

 

＜警報・特別警報とは＞ 

気象庁は、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こる恐れがあるときに、警報を発表して警戒を

呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える大雨や暴風雪が予想され、重大な災害の起こ

る恐れが著しく高まっている場合、「特別警報」を発表し最大級の警戒を呼びかけます。札幌市で考えられる

災害は、大雨、大雪、暴風雪、地震となります。 

 

【前日】 

翌日の気象情報を確認してください。特別警報及び警報が発表されている場合は、翌日が自主登園または

バス運行時間に変更がある可能性があります。園から翌朝にアプリ（レーザーキッズ）にて連絡があることも

考えられますのでご注意ください。 

 

【当日朝 6時】 

＜特別警報＞ 

特別警報が発表されている場合は、原則休園とします。特別警報は地域が数十年に一度の、これまでに経験

したことのないような、重大な危険が差し迫った異常な状況にあります。ただちに札幌市の避難情報に従う

など、適切な行動をとってください。お仕事等どうしても利用が必要なご家庭もあると思われますが、外出を

控えるレベルなので、原則家庭での待機が必要となります。園からアプリで連絡をします。 

 

＜警報＞ 

警報が発表されている場合は、法人・園で検討して通常登園・遅延登園または自主登園を検討します。園から

朝 7 時頃までにアプリで連絡をします。 

 

＜注意報及び警報解除＞ 

通常登園です。基本的に園からアプリ連絡はしません。 

 

※札幌市は面積が広く、地域によって大きく状況が変わり、警報が発表されていなくても園運営に支障をき

たす場合もあります。その際は、都度園からアプリ連絡を致します。ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上

げます。 

 

（２）大地震発生時の園運営について         
平成 30 年 9 月 6 日未明に発生した北海道胆振東部地震により、札幌市も多大な被害を受けました。ご家

庭と地震発生時の対応を共有し、あらゆる場面においてもお子様の命を守れるよう、災害に備えたいと存じ

ます。 

参考資料：大藤学園ガイドライン 
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＜登園前日＞ 

震度 5 以上の地震が発生した場合、翌日が休園または自主登園の可能性があることに注意してください。地

震発生の状況、余震の状況によって法人で判断します。また、園から翌朝にアプリ連絡があることも考えられ

ますのでご注意ください。 

 

＜当日・登園前＞ 

震度 5 以上の地震が発生した場合、原則休園とします。園からアプリ連絡があることも考えられます。 

＜当日・登園中及びバス運行中＞ 

震度 5 以上の地震が発生した場合、異常事態発生と見なし、通常開園は致しません。まだ自宅にいるご家庭

は自宅待機、登園中のご家庭はご自身で身の安全を確保・避難（頑丈な建物に入る、倒壊物がない場所に避

難する等）をしてください。既にバスに乗っているお子様に関しては、安全な場所に避難した後、原則園まで

連れて行き、身の安全を確保します。園の指示があるまでお迎えには来ないでください。 

 

＜保育中の地震による停電・通信手段の遮断・交通網の麻痺等＞ 

降園のバス運行は致しません。保護者の方々自身の身の安全を確保しながら、園にお迎えに来てください。 

＜バス運行中及び園外保育時の地震による停電・通信手段の遮断・交通網の麻痺等＞ 

身の安全を確保した後、園に戻ります。バス運行中であっても、震度 5 以上の地震が発生した場合は、以降の

バス停は回らずに園に戻ります。保護者の方々自身の身の安全を確保しながら、園にお迎えに来てください。 

 

※大地震が発生した場合、お子様の命を守ることを最優先とし、「園で待つ」を基本とします。 

※非常時においては園からのアプリ連絡をお待ちください。都度、保護者様の判断で園に連絡があると、非常

時の対応やライフラインに影響が出ます。 
※保護者と連絡がとれない時は、子どもの身体の安全を最優先させ、本園が責任を持って、しかるべき対処

を行いますので、予めご了承ください。 



学校法人　大 藤 学 園
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